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岡
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次
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岡
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県
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例
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行

規

則
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一

部
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改

正
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税

務

課
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県

例

規

集
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載
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
八
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
徴
収
金
に
係
る
県
税
取
扱
費
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
月

の
末
日
ま
で
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
」
を
「
四
月
及
び
十
月
の
末
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
前
六

月
間
」
に
改
め
、
同
条
の
表
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
の
表
一
の
項
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
二
の

項
中
「
法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
四
項
、
条
例
第
六
十
二
条
、
条
例
第
六
十
六
条
第
五
項
、
条
例
第
六

十
九
条
第
二
項
」
を
「
条
例
第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中

「
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
第
六
十

九
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

県
税

取
扱

費
請

求
書

三
県

様
式
第
三
十
七
号
の
一

そ
の
二

中

を

（

）

「

（

）
」

「

（

」
に
改
め
る
。

税
取

扱
費

請
求

書
二

）

「

「

そ

そ
の

の
他

他
の

）

様
式
第
五
十
三
号
の
一
表
中

を

に

「

」

、

農
地
保
有
合
理
化
事
業
に
係
る

（

の
申
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事
告

項
事項

」

」

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
の

地
方
税
法

①
か
ら
⑨
ま
で
を
除
き

地
方
税

を
「

」
に

「

」
を
「

、

，

法
第

条
の

第
１
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
除
く

又
は
同
法
附
則
第

条
の
規
定
に

」
に

「

7
3

1
4

（

）

1
1

、

。

（

」
を
「

」

該
当
す
る
取
得
の
場
合

価
格
控
除

に
基
づ
き
価
格
控
除
又
は
税
額
の
減
額
と
な
る
場
合

）

事
項

申
告
事
項

農
地
保
有
合
理
化
事
業
に
係
る

農

に
改
め
、
同
様
式

中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

（裏）

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
の

地
方
税
法
第

条
の

第
１
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
除

」
に
、
「

7
3

1
4

（

く
又
は
同
法
附
則
第

条
の
規
定
に
該
当
す
る
取
得
の

①
か
ら
⑨
ま
で
を
除
き

地
方
税

）

1
1

」
を
「

。
，

法
に
基
づ
き
価
格
控
除
又
は
税
額
の
減
額
と
な
る

特
例
控
除
等
の
軽
減
措
置

価
格
控

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
る
。

除
又
は
税
額
の
減
額
と
な
る
措
置

不
動
産
取
得
申
告
書

兼
減
額
・
還
付
申
請
書

不
動
産
取

様
式
第
五
十
三
号
の
二
中
「

」
を
「

得
税
申
告
書

兼
減
額
・
還
付
申
請
書

既
存
住
宅

耐
震
基
準
適
合
既
存
住
宅
・
耐

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
る
。

震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅

農
地
保
有
合
理
化
事
業
に
係
る

農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等

様
式
第
五
十
七
号
の
一
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

の

様
式
第
七
十
一
号

中
「1

/
4

」
を
「2

0
/
1
0
0

」
に

「1
/
2

」
を
「4

0
/
1
0
0

」

税
率

税
率

税
率

税
率

、

（裏）

に

「1
/
2

」
を
「4

0
/
1
0
0

」
に
改
め
る
。

、

控
除

税
率

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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